
アスベスト義務化対応の
ポイント

～違反者は6月以下の懲役または50万円以下の罰金～

正しく理解し、適切に対応する必要があります。

今一度、チェックしましょう！



のご紹介

住宅リフォーム事業者登録団体制度 「安心R住宅」制度

信頼できるリフォーム事象者の見える化 安心・安全な既存住宅の見える化
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ス テ キ 信 頼 の 特 徴
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以下は義務化の内容です。
できているかチェックしてみましょう。
一つでもできていないと刑事罰の対象になります。

１．事前調査について

□リフォーム工事前に事前調査をしている

＜例外＞１）H18年9月1日以後

２）木材・金属・ガラスのみ

３）畳・電球等

□事前調査の結果を発注者に説明

□事前調査の結果、作業方法を現場に掲示

□事前調査の結果を記録、保存

□１０月１日からは建築物石綿含有建材調査者の

資格者しかできない

□事前調査の結果を電子システムで報告している

※請負代金100万円以上

または、解体床面積80㎡以上

２．作業について

□石綿作業主任者の資格者がいる

□石綿作業主任者が作業計画をたて、現場で指

導している

□現場作業者が4.5時間の特別教育を受講済みか

確認している

□立入禁止措置等および各種掲示の措置

□作業を記録し、保存している

３．工事完了について

□石綿作業主任者が工事完了の確認をしている

□作業完了の報告をしている

□作業を記録し、保存している
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□事前調査の結果を発注者に説明
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□事前調査の結果、作業方法を現場に掲示



１．事前調査について

□リフォーム工事前に事前調査をしている

＜例外＞１）H18年9月1日以後

２）木材・金属・ガラスのみ

３）畳・電球等

□事前調査の結果を発注者に説明

□事前調査の結果、作業方法を現場に掲示

□事前調査の結果を記録、保存

□9月30日までに建築物石綿含有建材調査者の

資格を取得

□事前調査の結果を電子システムで報告している

※請負代金100万円以上

または、解体床面積80㎡以上

以下は義務化の内容です。
できているかチェックしてみましょう。
一つでもできていないと刑事罰の対象になります。

２．作業について

□石綿作業主任者の資格者がいる

□石綿作業主任者が作業計画をたて、現場で指

導している

□現場作業者が4.5時間の特別教育を受講済みか

確認している

□作業を記録し、保存している

３．工事完了について

□石綿作業主任者が工事完了の確認をしている

□作業完了の報告をしている

□作業を記録し、保存している

©ステキ信頼（ANR） 9
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□１０月１日からは建築物石綿含有建材調査者の
資格者しかできない

①一般建築物石綿含有建材調査者（一般調査者）
②特定建築物石綿含有建材調査者（特定調査者）
③一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て等調査※）
※一戸建て住宅や共同住宅の内部のみ実施可能。
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□事前調査の結果を電子システムで報告してい
る
※請負代金100万円以上
または 解体床面積80㎡以上



GビズIDは、法人・個人事業主向け共通認証システム
GビズIDを取得すると、一つのID・パスワードで、こちらの全ての行政サービス にログインできます。
アカウントは 最初に１つ 取得するだけで、 有効期限、年度更新の必要はありません 。（令和３年８月現在）
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□石綿作業主任者の資格者がいる
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□石綿作業主任者が作業計画をたて、現場で
指導している
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□現場作業者が4.5時間の特別教育を受講済みか
確認している



以下は義務化の内容です。
できているかチェックしてみましょう。
一つでもできていないと刑事罰の対象になります。
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□立入禁止措置等および各種掲示の措置

作業現場
出入口に
見やすく
掲示
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©ステキ信頼（ANR） 18

□作業を記録し、保存している



１．事前調査について

□リフォーム工事前に事前調査をしている

＜例外＞１）H18年9月1日以後

２）木材・金属・ガラスのみ

３）畳・電球等

□事前調査の結果を発注者に説明

□事前調査の結果、作業方法を現場に掲示

□事前調査の結果を記録、保存

□9月30日までに建築物石綿含有建材調査者の

資格を取得

□事前調査の結果を電子システムで報告している

※請負代金100万円以上

または、解体床面積80㎡以上

以下は義務化の内容です。
できているかチェックしてみましょう。
一つでもできていないと刑事罰の対象になります。

２．作業について

□石綿作業主任者の資格者がいる

□石綿作業主任者が作業計画をたて、現場で指

導している

□現場作業者が4.5時間の特別教育を受講済みか

確認している

□作業を記録し、保存している

３．工事完了について

□石綿作業主任者が工事完了の確認をしている

□作業完了の報告をしている

□作業を記録し、保存している
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３．工事完了について



１．事前調査について

□リフォーム工事前に事前調査をしている

＜例外＞１）H18年9月1日以後

２）木材・金属・ガラスのみ

３）畳・電球等

□事前調査の結果を発注者に説明

□事前調査の結果、作業方法を現場に掲示

□事前調査の結果を記録、保存

□9月30日までに建築物石綿含有建材調査者の

資格を取得

□事前調査の結果を電子システムで報告している

※請負代金100万円以上

または、解体床面積80㎡以上

以下は義務化の内容です。
できているかチェックしてみましょう。
一つでもできていないと刑事罰の対象になります。

２．作業について

□石綿作業主任者の資格者がいる

□石綿作業主任者が作業計画をたて、現場で指

導している

□現場作業者が4.5時間の特別教育を受講済みか

確認している

□作業を記録し、保存している

３．工事完了について

□石綿作業主任者が工事完了の確認をしている

□作業完了の報告をしている

□作業を記録し、保存している
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□石綿作業主任者が工事完了の確認をしてい
る



１．事前調査について

□リフォーム工事前に事前調査をしている

＜例外＞１）H18年9月1日以後

２）木材・金属・ガラスのみ

３）畳・電球等

□事前調査の結果を発注者に説明

□事前調査の結果、作業方法を現場に掲示

□事前調査の結果を記録、保存

□9月30日までに建築物石綿含有建材調査者の

資格を取得

□事前調査の結果を電子システムで報告している

※請負代金100万円以上

または、解体床面積80㎡以上

以下は義務化の内容です。
できているかチェックしてみましょう。
一つでもできていないと刑事罰の対象になります。

２．作業について

□石綿作業主任者の資格者がいる

□石綿作業主任者が作業計画をたて、現場で指

導している

□現場作業者が4.5時間の特別教育を受講済みか

確認している

□作業を記録し、保存している

３．工事完了について

□石綿作業主任者が工事完了の確認をしている

□作業完了の報告をしている

□作業を記録し、保存している
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□作業完了の報告をしている
□作業を記録し、保存している



レベル３建材に係る「８つの義務化」＋「3つの必須資格」
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義務化内容
スケジュール

令3/4/1～ 令4/4/1～ 令5/10/１～

事前調査
事前調査

事前調査（書面・目視） 〇

発注者への説明 〇

現場掲示 〇

記録・保存 〇

有資格者（1日or2日間・試験） 資格を取得 〇

報告 報告（※１） 〇

作業

管理 計画・指導 石綿作業主任者（2日間・試験）

作業届出
作業届出（※２） －

作業記録・保存 〇

作業 作業者教育（4.5時間） 石綿取扱作業従事者特別教育修了者

完了
確認 作業終了の確認 石綿作業主任者（2日間・試験）

報告等 発注者への報告、記録・保存 〇

罰則 〇

※１ 解体工事 床面積８０㎡以上、改造・補修工事100万円以上

※２ 届出は不要だが、作業基準は遵守©ステキ信頼（ANR）
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ポイント

１）廃石綿（レベル１・２）ではない（瓦礫・陶器屑と同じ）

但し・・・

２）中間処理は禁止

３）一般産業廃棄物と分別し、破砕せず、露出しない

ようフレコン等に梱包して飛散防止処置をおこなう

４）安定型、または管理型埋立処分場と直接契約必要

石綿含有産業廃棄物の処理について



石綿含有産業廃棄物の処理ルートイメージ
～問題点：解体事業者・収集運搬中間処理業者も知識不足～

通常の建設廃棄物

石綿含有産業廃棄物

24

通常建設
廃棄物

収集運搬
業者

石綿含有
産業廃棄物

収集運搬
業者

処分業者
（中間処理）

収集運搬業者
（積替保管）

収集運搬
業者

処分業者
（埋立処分）

処分業者
（埋立処分）

同じ処分場

（残さの二次委託）

注）直接契約不要①収集運搬・処分契約必要

①収集運搬と②積替保管の契約必要 ③第二区間
収集運搬契約必要

④処分契約必要

新たに契約必要

©ステキ信頼（ANR）

注）直接契約必要



事前調査資格者養成が間に合わない
解体はお施主様任せ

どうする！
⇒石綿含有建材調査者に外部委託
⇒地域で探す
⇒全国区対応業者を探す
【ご参考１】ステキ信頼会員様特別価格で対応
【ご参考２】解体・除去マッチングサイト紹介
※別紙チラシ参照
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26©ステキ信頼（ANR）

【ご参考１】
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【ご参考２】



ご清聴ありがとうございました。
お問い合わせは
メール：info@anr.or.jp
電 話：045-501-5544
FAX ：045-504-1865
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補足
詳細説明動画・説明資料を本協会ホームページの会員専用
ページに掲載しております。併せてご利用ください。

HP https://www.anr.or.jp/

mailto:info@anr.or.jp

